
一時移転等を行う際の情報伝達

 一時移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、鹿児島県及び関係市町に対し、TV会議ｼｽﾃ
ﾑ等を用いて伝達。

 鹿児島県及び関係市町から、住民、消防団、農協、漁協、医療機関、社会福祉施設等へは、防災行
政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、電話、FAX等のあらゆる情報発信手段を活用して伝達。
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電話・FAX等

住 民

原子力災害対策本部
（首相官邸）

消防団、農協、漁協、医療機関、
社会福祉施設、教育機関 等

FAX・TV会議
ｼｽﾃﾑ等

防災行政無線、広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾃﾚﾋﾞ、

ﾗｼﾞｵ、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ﾜﾝｾｸﾞ放送等

関係市町
災害対策本部

鹿児島県災害対策本部
（鹿児島県庁）



 鹿児島県及び関係市町は観光客等一時滞在者に対し、警戒事態において帰宅等を呼びかける。

 自家用車等により速やかに帰宅等可能な一時滞在者は、警戒事態の段階で、自家用車等にて帰宅等を開始。

 路線ﾊﾞｽ等公共交通機関も利用できない観光客など、帰宅等に時間を要する一時滞在者については、宿泊施設等

へ移動。その後、全面緊急事態までに、公共交通機関を利用し帰宅等可能な一時滞在者は、帰宅等を実施。

 全面緊急事態の段階までに帰宅等が困難な一時滞在者は、宿泊施設等において屋内退避を実施し、その後、OIL

基準に基づく一時移転等の指示があった場合には、宿泊施設等にて鹿児島県及び関係市町が確保した車両で一

時移転等を実施。

UPZ内の観光客等一時滞在者の避難等

警
戒
事
態
発
生

帰宅
等の
呼び
かけ

＜観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

自
宅
等

自家用車等
自
家
用
車
等
に
よ
り

速
や
か
に
帰
宅
等
可
能

な
一
時
滞
在
者

※

バス

宿
泊
施
設
等
に
て
バ
ス
に
乗
車

避難
指示

宿
泊
施
設
等
へ
移
動

O
I
L
基
準
の
超
過

宿
泊
施
設
等
に
て

屋
内
退
避

全
面
緊
急
事
態

施
設
敷
地
緊
急
事
態

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

避
難
先

自
宅
等

公
共
交
通
機
関
を
利

用
し
帰
宅
等
を
実
施

自
宅
等

※ 避難退域時検査の実施

自家用車、観光バス
のほか、路線バス等
公共交通機関で速
やかに帰宅が可能
な一時滞在者

路線バス等公共交
通機関が利用できず、
帰宅等に時間を要す
る一時滞在者

移
動
手
段
が
確
保
で
き
ず

帰
宅
等
に
時
間
を
要
す
る

一
時
滞
在
者

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施
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UPZ内住民の一時移転等

 UPZ内関係市町が作成した避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。
 なお、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果や、避難経路や避難先の被災状況等、何らかの理由で予定していた避

難先が使用出来ない場合には、鹿児島県は関係市町と調整して、他の避難先の調整を行う。
 なお、UPZ内において、道路等が通行不能な場合の復旧等の対応は「4. PAZ内の施設敷地緊急事

態における対応」のとおり。

避難元市町名 避難先市町名

薩摩川内市 鹿児島市、霧島市、姶良市、湧水町、垂水市、曽於市、南さつま市、 薩摩川内市内

いちき串木野市 鹿児島市、枕崎市、指宿市、南九州市

阿久根市 長島町、姶良市、伊佐市、湧水町、芦北町（熊本県）、津奈木町（熊本県）

鹿児島市 鹿児島市内

出水市 伊佐市、霧島市、水俣市（熊本県）、出水市内

日置市 南さつま市、日置市内

姶良市 姶良市内

さつま町 鹿児島市、霧島市、さつま町内

長島町 長島町内
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UPZの鹿児島県内各市町の避難先
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PAZ

UPZ

湧水町

垂水市南さつま市

枕崎市 指宿市

伊佐市

曽於市

霧島市

いちき串木野市

南九州市

阿久根市

薩摩川内市
（甑島） さつま町

姶良市

日置市

長島町

津奈木町 芦北町

水俣市

出水市

鹿児島市

薩摩川内市

（凡例）
： UPZ:内市町
： 避難先市町
： 市町内避難



UPZ内の学校・保育所等の防護措置

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

国

教育機関数 児童・生徒数

保育所・
幼稚園等

118 7,861

小学校等 61 10,347

中学校 28 5,343

高等学校 13 6,387

特別支援
学校

1 215

専修学校 2 497

職業能力
開発校

2 146

合 計 ２２５ 30.796

原子力
事業者

鹿児島県

保護者

保護者へ引渡し

関係市町

学校災害対策本部等を設置

屋内退避（校舎内退避）

屋内退避指示

連絡・指示

UPZ 内の教育機関数

※保育所，私立幼稚園は平成28年5月1日現在（※認可外保育施設は平成28年3月31日現在），公立の幼稚園，小中高校は平成29年5月1日現在，
私立の小中高校，専修学校は平成29年5月1日現在，職業能力開発校は平成29年8月31日現在

 鹿児島県では、警戒事態発生時に、UPZ内に位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に校長等を本部長
とする学校原子力災害対策本部等を設置する。

 学校原子力災害対策本部等は関係市町災害対策本部や関係市町教育委員会等の指示により、警戒事態において
学校の対応及び保護者の迎え等について保護者あてに連絡（ﾒｰﾙ配信等）し、全面緊急事態までに児童等の保護
者への引渡し又は生徒等の帰宅を実施。

 引渡しが完了していない児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、関係市町災害対策本
部から一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者へ引き渡
す。

引渡しが完了していない児童等と職員の避難

一時移転等指示
保護者へ引渡し

避難先
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「学校における危機管理の手引き」
によって行動開始

保護者への連絡及び引き渡しの実施

全面緊急事態までに引き渡しを完了

全面緊急事態に事態が進展



UPZ内の医療機関・社会福祉施設の避難先（5～10km）

 鹿児島県では、川内原発から半径5～10km圏にある全ての医療機関、社会福祉施設（12施設502人）につ
いて、PAZ内と同様、施設ごとの避難計画を作成し、避難先を確保。

 何らかの事情で、あらかじめ選定した避難先施設が使用できない場合には、鹿児島県が受入先を調整。

5～10km圏内施設と避難先

避 難 元 施 設 避 難 先 施 設

番号 施設種別 病床数・入所定員 施設種別 所在地（施設数） 受入可能人数（人）

1 有床診療所 19 病院 伊佐市（１） 19

2 特別養護老人ﾎｰﾑ 65 特別養護老人ホーム
鹿児島市（１）
姶良市（１）

121

3 特別養護老人ﾎｰﾑ 70 特別養護老人ホーム
さつま町（１）
伊佐市（１）

108

4 介護老人保健施設 70 介護老人保健施設 鹿児島市（２） 147

5 介護老人保健施設 70 介護老人保健施設 鹿児島市（２） 94

6 有料老人ﾎｰﾑ 30 特別養護老人ホーム
湧水町（１）
姶良市（１）

58

7 有料老人ﾎｰﾑ 40 特別養護老人ホーム 姶良市（２） 75

8 有料老人ﾎｰﾑ 11 特別養護老人ホーム 日置市（２） 35

9 障害者入所施設 44
障害者入所施設

南さつま市（１）
南九州市（１）

99
10 障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 5

11 障害者入所施設 54 障害者入所施設
鹿児島市（２）
姶良市（１）

106

12 住宅型有料老人ホーム 24 特別養護老人ホーム 出水市（１） 80

合 計 502 合 計 21施設 942 52



UPZ内の医療機関・社会福祉施設の避難先（10～30km）

 国の原子力災害対策本部から、一時移転等の指示が出た地域で10～30km圏にある医療機関、社
会福祉施設（234施設9,904人）については、鹿児島県の調整により、避難先を確保。

 鹿児島県は、一時移転等の指示が出た場合には、あらかじめ用意した避難先候補施設が登録され
た「原子力防災・避難施設等調整ｼｽﾃﾑ」により、避難先を選定。

施設区分
施設数
（施設）

入所定員
（人）

医療機関（病院・有床診療所） ８１ ４,３５７

社
会
福
祉
施
設

介護保険施設等 １１８ ４,３６８

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ
事業所等

３０ ９５４

児童養護施設等 ５ ２２５

小 計 １５３ ５,５４７

合 計 ２３４ ９，９０４

施設数
（施設）

入所定員
（人）

１８４ ２５，６１６

２３１ １３，５９５

５５ ２，６６４

１０ ６０２

２９６ １６，８６１

４８０ ４２，４７７

避難元施設（10～30km圏内） 避難先候補施設（30km圏外）

受入先調整
（鹿児島県災害
対策本部）

※ 平成２９年９月現在の概数 53



医療機関

受入先調整のためのシステム

 鹿児島県では、一時移転等の防護措置が必要となった場合に備え、あらかじめ選定した避難先が使
用出来なくなった場合の避難先や医療機関、社会福祉施設等の受入先を迅速に調整するため「原
子力防災・避難施設等調整ｼｽﾃﾑ」を整備。

 同ｼｽﾃﾑは、避難先調整の際に必要となる施設の情報をあらかじめ登録し、緊急時において避難先
を迅速に調整。

医療機関

・病床数 ・所在地
・原発からの距離、方角

・施設種別 ・入所定員 ・所在地
・原発からの距離、方角

社会福祉施設

＜UPZ外＞（※）

医療機関

・病床数 ・所在地
・原発からの距離、方角

・施設種別 ・入所定員 ・所在地
・原発からの距離、方角

社会福祉施設

※県内島しょ部は除く

原子力防災・
避難施設等調整ｼｽﾃﾑ

緊急時に避難先候補の
ﾘｽﾄを迅速に作成

ﾃﾞｰﾀ
登録ﾃﾞｰﾀ

登録

＜ PＡZ ・UPZ内＞

・自治会単位の人口・世帯数
・所在地
・原発からの距離、方角

・収容人数 ・所在地
・原発からの距離、方角

避難所

54

避難元の情報 避難先の情報



医療機関・社会福祉施設の受入先確保のための調整スキーム

 一時移転等の防護措置が必要になった場合、鹿児島県災害対策本部では「原子力防災・避難施設等調整
ｼｽﾃﾑ」を活用し、医療機関、社会福祉施設の受入候補先を選定するとともに、受入れに関する調整を実施。

OILに基づく
防護措置範囲の決定

医療機関、社会福祉施設等
の受入候補先選定

医療機関、社会福祉施設の受入先・移動手段の確保

原子力防災・
避難施設等調整ｼｽﾃﾑ

受入先候補ﾘｽﾄ

一時移転等実施指示（対象となる住民、関係機関への連絡）

鹿児島県災害対策本部が行う
医療機関、社会福祉施設

の受入先・移動手段確保の支援
医療機関、社会福祉施設等

受入調整

＜原子力災害対策本部／現地対策本部＞＜鹿児島県災害対策本部＞

鹿児島県・関係市町本部にお
いて確保困難な場合は、国が
受入先・移動手段確保を支援

受入先確保のための調整ｽｷｰﾑ

※県において受入先や移動手段の確保が困難な場合は、原子力災害現地対策本部等で、受入先や移動手段の確保を支援する。 55



同居者・支援者

在宅避難行動
要支援者

UPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

 在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、防災行政無線、広
報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援者の屋内退避・一時移
転等を実施。

 支援者の同行により避難可能な者について、一時移転等が必要となった際には、関係市町が準備した避難先に一
時移転等を行う。なお、介護ﾍﾞｯﾄﾞ等が必要な在宅の避難行動要支援者は、鹿児島県災害対策本部において関係
機関と調整し福祉避難所等へ移動する。

5～30Km圏内

薩摩川内市 2,485（1,612）

いちき串木野市 768（722）

阿久根市 959（854）

鹿児島市 28（24）

出水市 277（174）

日置市 1,168（831）

姶良市 1（0）

さつま町 317（310）

長島町 51（51）

合計 6,054（4,578）

関係市町職員
・消防団員等

屋内退避

関係市町災害対策本部

連絡等

防災行政無線・広報車・緊急速報ﾒｰﾙ
ｻｰﾋﾞｽ・ＴＶ・ﾗｼﾞｵ等による情報提供

UPZ内の在宅の避難行動要支援者数

福祉避難所※等避難先

協力

一時移転等

移動 ※1 （ ）内は支援者有り
※2 人数は平成29年４月現在の概数
※3 支援者がいない者については、今後支援者を確保していく。また、支

援者が確保できない場合においても、緊急時に消防団や自主防災組
織等の避難支援等関係者と情報を共有し、避難支援等関係者による
屋内退避・一時移転等の支援ができる体制を整備。

ながしまちょう

ちょう

あい ら し

ひ おき し

い ずみ し

あ く ね し

くし き の し

さつ ま せんだい し

56※県内福祉避難所数（避難対象
○市町を除く）：○○○施設



UPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、原子力災害対策指針で定める基準（OIL）
に基づき、空間放射線量率が基準値を超える区域を特定し、当該区域の住民に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該区域の市町災害対策本部より、防災行政無線、広報車、
緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、TV、ﾗｼﾞｵ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
 自家用車による避難が可能な住民は自家用車により避難。それ以外の住民は、県が確保するﾊﾞｽ等によ

り避難。

市町名 避難先

薩摩川内市
87,944人

鹿児島市、霧島市、姶良市、湧水町、

垂水市、曽於市、南さつま市、薩摩川内市内

いちき串木野市
28,569人

鹿児島市、南九州市、指宿市、枕崎市

阿久根市
21,267人

姶良市、伊佐市、湧水町、長島町、

熊本県芦北町、熊本県津奈木町
鹿児島市

827人
鹿児島市内

出水市
21,783人

伊佐市、霧島市、熊本県水俣市、
出水市内

日置市
26,348人

南さつま市、日置市内

姶良市
9人

姶良市内

さつま町
16,165人

鹿児島市、霧島市、さつま町内

長島町
849人

長島町内

＜UPZ内市町の避難先＞ ※平成29年４月１日時点

さつ ま せんだい し きり しま し あい ら し ゆうすいちょう

たる みず し そ お し

くし き の し いぶすき し まくらざき し

あい ら し い さ し ゆう すいちょう ながしまちょうあ く ね し

あし きた まち つ な ぎ まち

いずみ し みなまた し

ひ おき し

ちょう
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※自家用車で
避難可能な者
は、自家用車
により避難

一時移転等の指示

※自家用車で避
難を行わない者は、
集合場所に集まり
バス等により避難

徒歩等

バス等

一時集合場所

一時移転等対象者

屋内退避

あい ら し

避難先

関係市町災害対策本部




